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Ⅰ 東京都人事委員会規則の一部改正

１ 職員の試験及び選考に関する規則の一部を改正する規則（２頁）

２ 職員の条件附採用の期間の延長に関する規則の一部を改正する規則（３頁）

３ 職員の臨時的任用に関する規則の一部を改正する規則（５頁）

別添１

規 則 改 正 案 文 一 覧
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職

員

の

試

験

及

び

選

考

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

平

成

三

十

年

十

二

月

二

十

七

日

東

京

都

人

事

委

員

会

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

五

号

職

員

の

試

験

及

び

選

考

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

職

員

の

試

験

及

び

選

考

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

中

「

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

」

の

下

に

「

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

」

を

加

え

る

。

第

二

条

第

九

号

中

「

前

八

号

」

を

「

前

各

号

」

に

改

め

、

同

号

を

同

条

第

十

号

と

し

、

同

条

第

八

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

九

法

第

二

十

二

条

の

二

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

会

計

年

度

任

用

職

員

の

職

附

則

こ

の

規

則

は

、

平

成

三

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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職

員

の

条

件

附

採

用

の

期

間

の

延

長

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
平

成

三

十

年

十

二

月

二

十

七
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東

 

京
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事

 

委

 

員

 

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

六

号

 

職

員

の

条

件

附

採

用

の

期

間

の

延

長

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

職

員

の

条

件

附

採

用

の

期

間

の

延

長

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

四

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

題

名

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

職

員

の

条

件

付

採

用

の

期

間

の

延

長

に

関

す

る

規

則

 

第

一

条

中

「

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

六

十

一

号

」

の

下

に

「

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

」

を

加

え

、

「

及

び

第

二

十

二

条

第

一

項

」

を

「

、

第

二

十

二

条

及

び

第

二

十

二

条

の

二

第

七

項

」

に

、

「

基

き

」

を

「

基

づ

き

」

に

、

「

条

件

附

採

用

」

を

「

条

件

付

採

用

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

の

見

出

し

中

「

条

件

附

採

用

」

を

「

条

件

付

採

用

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

中

「

条

件

附

採

用

」

を

「

条

件

付

採

用

」

に

、

「

そ

の

日

数

」

を

「

、

そ

の

日

数

」

に

、

「

但

し

」

を

「

た

だ

し

」

に

、

「

こ

え

る

」

を

「

超

え

る

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

条

件

附

採

用

」

を

「

条

件

付

採

用

」

に

、

「

終

る

」

を

「

終

わ

る

」

に

改

め

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。
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３

 
法

第

二

十

二

条

の

二

第

一

項

第

一

号

に

掲

げ

る

会

計

年

度

任

用

職

員

に

対

す

る

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

六

月

間

」

と

あ

る

の

は

「

一

月

間

」

と

、

「

九

十

日

」

と

あ

る

の

は

「

十

五

日

」

と

、

「

条

件

付

採

用

の

期

間

の

開

始

後

一

年

」

と

あ

る

の

は

「

当

該

職

員

の

任

期

」

と

す

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

平

成

三

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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職

員

の

臨

時

的

任

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

公

布

す

る

。

 
平

成

三

十

年

十

二

月

二

十

七

日

 

東

 

京

 

都

 

人

 

事

 

委

 

員

 

会

 

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

七

号

 

職

員

の

臨

時

的

任

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

 

職

員

の

臨

時

的

任

用

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

二

十

八

年

東

京

都

人

事

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。
 

第

一

条

中

「

第

二

十

二

条

第

二

項

」

を

「

第

二

十

二

条

の

三

第

一

項

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

中

「

任

命

権

者

は

、

」

の

下

に

「

常

時

勤

務

を

要

す

る

職

に

欠

員

を

生

じ

た

場

合

に

お

い

て

、

」

を

加

え

、

「

お

い

て

は

」

を

「

該

当

す

る

と

き

は

」

に

改

め

る

。

 

 

第

三

条

中

「

こ

え

な

い

」

を

「

超

え

な

い

」

に

改

め

る

。

 

附

 

則

 

こ

の

規

則

は

、

平

成

三

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。
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